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　　　　　　　　　 発刊の目的
近年、日本国内において年次有給休暇取得や企業にハラスメン
ト防止のための措置を義務付けるなど、労働時間管理や職場風
土面における働きやすい職場環境に対する関心が高まりつつあ
ります。
三越伊勢丹グループにおいても、2023年６月『安心して働く
ことのできる職場環境づくり』にむけた労使共同宣言が策定され
『ハラスメント・ゼロ』（P.30参照）と『適正な労働時間管理』（P.6
参照）を実現するための行動指針を発信しています。
働き方ハンドブックでは、私たち一人ひとりが、職場の働く環
境に関するルールを理解し、実践するため、これまでの主なテー
マである「労働時間管理」に加え、「ハラスメントの撲滅」や「対話
する職場風土の必要性」などについても分かりやすく解説しました。
取組みの目的を正しく理解し、私たち一人ひとりが実践することで、
働きやすい職場環境を作りましょう。
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1 企業理念の考え方について

「三越伊勢丹グループ　企業理念」は、 
三越伊勢丹グループが社会の中で、
どのような価値提供により貢献でき
るのか、 どのような姿を目指していく
のか、存在意義は何なのかというこ
とを表したものです。言い換えれば、
三越伊勢丹グループの 全ての企業活
動の原点にある 最も基本的な考え方
となります。

全員対象

「企業理念」が新しくなったけど、そ
もそも「企業理念」って何うさか？

なるほど、メンバーが働く上で、
基本となる考え方が「企業理念」
になるうさね。

企業理念と
行動規範について
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2 三越伊勢丹グループ　企業理念

「三越伊勢丹グループ　企業理念」は、三越伊勢丹グループのす
べての企業活動の原点にある最も基本的な考え方です。
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3 三越伊勢丹グループ 行動規範の考え方について

「行動規範」が新たに発信されたけど、
「企業理念」との違いは何うさか？

行動規範は、企業理念を実践してい
く上で、どの様に行動し、判断をし
ていくかの指針になっているうさね。

「行動規範」は、三越伊勢丹グループの
全メンバーが、日々の業務においてい
かに判断し、 行動すべきかの倫理的基準
を示すものであり、 企業理念を下支えす
るものになります。

三越伊勢丹グループ
行動規範

について
詳しくはこちら

※閲覧には、ID：im  パスワード：pressの入力が必要です。
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1)会社（所属長）の役割
労務管理の責任を負うことを意識しマネジメントする。
●��業務量、業務内容を予測しワークルールを作成する。
●�常に部下の進捗状況を把握し、時間外勤務をさせる場合に
は必ず明確に指示を出す。

●�勤務記録などにより、日ごろから部下の労働実態を把握する。
●�就業ルールに反した部下に注意・指導を行う。

2)個人の役割
「正しい就業ルールの順守」を意識しながら業務をおこなう。
●�ワークスケジュールに従い、各休や連休は休み、当日の就
業時間を守る。

●�当日の就業時間を超えて業務を行う場合は、必ず上長に申
告して指示を受けてから行う。

●�指示を受けた業務終了後は速やかに退社する。

3)労働組合の役割
実態把握やメンバーとの情報共有を通じ改善に取り組む。
●�「課題の抽出」「課題の検証」「具体的な改善」をサイクルと
して活動を行う。

適正な時間管理の
実現にむけた取組み

1 適正な労働時間管理にむけた会社・個人・組合の役割

会社
（所属長）

適正なマネジメント
の実践

働く環境の
整備

組合
実態把握を通じて
改善提案を行う

個人
上長の指示のもと、
正しくルールを理解し、

業務を行う
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働きやすい職場環境を作りつつ企業としての生産性を高めるに
は、適正な労働時間管理が必要です。その実現のために「正しい
労働時間の記録」「業務改革」「対話」の3つの行動指針を本人・上
司それぞれの立場で表現した労使共同宣言を策定しました。

株式会社三越伊勢丹ホールディングス 取締役 代表執行役社長 CEO 細谷　敏幸
三越伊勢丹グループ労働組合 本部執行委員長 菊池　史和

●労働時間の正しい記録を徹底します
始業・終業時間以外の打刻や時間入力、記録の不正な改変はしません
上司は、部下が労働時間を正しく記録しているかを
必ず確認し、必要に応じて修正を指示・指導します

●全員が業務改革に取り組みます
一人ひとりが業務改革の“たね”を見つけて、チームで解決します 
業務の『やめる・まとめる・偏りをなくす』を決断・実行します

●対話を通じて推進します
業務の進捗や課題を、上司やチームに共有・相談します
部下やチームが持つ課題を十分に把握するために、
『対話の時間』と『対話の風土』をつくります

本人

上司

本人

上司

本人

上司

労働時間管理ルールの遵守と業務改革に取り組みます

2 適正な労働時間管理の実現に向けた労使共同宣言

3 適正な労働時間管理の啓発ポスター

労使で確認している時間管理上の“あるある”から、正しい勤務
記録編と上司・部下間のコミュニケーション編2種類のポスターを
作成し、職場に掲示しています。
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1）所定労働時間・休日・休憩時間
【対象：社員・メイト社員・エルダースタッフ月給制】

①所定労働時間と休憩時間について
三越伊勢丹の社員・メイト社員・エルダースタッフ（月給）の１
日・年間の所定労働時間と休憩時間は以下の通りです。

4 三越伊勢丹の労働時間ルール

項目 内容

１日の所定労働時間 ７時間25分

年間の所定労働時間 1840時間

休憩時間 70分※

〈三越伊勢丹の労働時間〉

※�休憩時間は原則50分と20分で取得することが定められてい
ますが、所属ごとに異なる取得方法を選択する場合があります。
※�	店舗勤務者で職場から休憩所までの距離がある場合、所属ご
とに移動時間が別途付与されます。

②年間休日と内訳について
休日とは労働が免除される日のことを言います。三越伊勢丹の
社員・メイト社員・エルダースタッフ（月給制）の年間休日は毎月
９日ずつ取得する各個休日と元日に取得するための各個休日が
109日、連続休暇を取得するための連続休暇分各個休日が８日、
あわせて117日設けられています。

〈三越伊勢丹の年間休日の内訳〉

項目 内容

年間休日 117日

各個休日
109日間
　毎月９日×12か月
　１月１日

連続休暇分
各個休日

８日間
　上期４日＋下期４日

内
　
訳
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来月は９日の各個休日の取得が難し
いうさよ～！
再来月に振り替えて取得してもいい
うさか？

就業形態によって異なります。
１ヵ月単位での変形労働時間制の所属は
９日の休日は必ず月内に取得する必要
があります。
6ヵ月単位など、１ヵ月を超える期間の
変形労働時間制を採用している所属は
翌月への振り替えも可能です。
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2）主たる働き方の種類と活用目的
三越伊勢丹では、効率性や生産性を高くし、より成果を出せる
ようになることを目的に「業務内容特性」にあった働き方を推進し
ています。
「勤務形態」「働く場所」の選択肢それぞれに目的があり、また
メリットとデメリットがありますので、正しく理解をし、ルール
を守って活用しましょう。

（１）勤務形態

①特徴

シフト勤務 フレックス勤務

目的

チームで日々特定の時間
と場所を運営することで、
効率的に業務運営をおこ
ない成果につなげること

個人が業務に合わせて始
終業時間を決められるこ
とで、効率的な業務運営
を行い成果につなげるこ
と

業務との
適合性

・�店頭など、チームで一定
の時間に決められた仕事
を行いながら成果を出す
業務に適している一方、
顧客や取組先との商談な
ど個人でのアポイントを
中心とした業務の際には
柔軟な対応が困難になる

・�社内の他部門や取組先な
どとの接点も多く、個人
で仕事の進め方の組み立
てをしながら成果を出す
業務に適している一方、
チームで一定の時間帯や
場所でおこなう業務には
適さない

タイム
マネジメント

・�シフトパターンを全員で
認識共有しているため、
退勤のタイミングがわか
りやすく声かけしやすい
（上がりやすい）
・�基本は前月のうちに全員
の勤務内容が決まってい
るため、繁閑含めチーム
全体としての業務の予定
が立てやすい

・�最大限の成果を出すため
に、時間帯、週や月の中
の業務の繁閑に合わせた
日々の始終業時間や労働
時間の長短をコントロー
ルするなど、個人のタイ
ムマネジメントスキルが
求められる
・�タイムマネジメントが個
人に委ねられているため、
チームとしてのタイムマ
ネジメントの難易度が高
い
・�企業内・外とのアポイン
トなど、個人でおこなう
業務の計画が立てやすい

求められる
スキル

・�特定の時間と場所を一定
の要員で守ることを求め
られるため、ワーク作成
者は知識や調整力が必要
となる

・�自己管理意識の高さが重
要なため、計画性ある業
務遂行が必要となる
　�（上長も部下の勤怠のマ
ネジメント責任はある）
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②運用ルール等の違い

シフト フレックス

時間外
勤務

日々のシフト時間（基
本の7 : 25またはロ
ング・ショート勤務）を
超過すると勤務時間外
となる

7：25×就業日数分を
1カ月で超過した時間
が時間外となる

就業時間
始終業の時間は所属に
よりシフトキーの中か
ら選択する

8：00～22：00の間
で個人が自身で決定す
る

長短調整
ロング＆ショートを使
用して勤務時間の長短
を調整可能

1分単位で各人が調整
可能

遅刻早退
私用での遅刻や早退は、
各自の時間単位有休で
対応

遅刻早退は交通遮断含
め、原則自身の責任の
元1分単位で勤務時間
から控除される

時間
決定権

所属に決定権がある。
（所属は就業時間や
日々実施時間が決まっ
た業務を指定できる）

本人に決定権がある。
（所属は就業時間や
日々実施時間が決まっ
た業務を原則強制でき
ない）
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（２）働く場所

①特徴

出社
（主に所属拠点）

テレワーク
（所属拠点以外）

目的

「決まった場所に集まっ
て働く」ことで、より
組織としての生産性の
維持向上が図られるこ
と

外出先や自宅で集中し
て業務を行うことで個
人の業務の生産性の向
上とともに、組織の生
産性の維持向上が図ら
れること

業務との
適合性

・��店頭でのお客さまと
の接点や、チーム内
部の人との意思疎通
が必要となる業務や、
個人情報や企業情報
を扱う業務に適して
いる
・��人材育成などその場
で部下や後輩等の言
動等のアウトプット
にアドバイスをする
ような業務

・��他者とのアポイント
など日中の移動が多
い業務に適している
・��資料作成など個人で
集中して行う必要性
のある業務に適して
いる
・��人財育成や評価の面
では成果物の提示等
が求められる

ライフ
ワーク

バランス

・��仕事とプライベート
のメリハリがつきや
すい

・��仕事とプライベート
のメリハリが曖昧に
なりやすい

その他
・��帰宅困難者になるな
ど、災害時のリスク
が高まりやすい

・��災害発生時などにお
いては、店舗やオフィ
スの環境に関わりな
く業務遂行が可能
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②運用ルール等の違い

出社 テレワーク

勤務
可能時間

原則8:00～22:00

＊�時間外を行う場合、
この範囲を超える時
間帯で働く場合は、
事前に上長に相談を
する

原則8:00～22:00

＊�時間外を行う場合、
この範囲を超える時
間帯で働く場合は、
事前に上長に相談を
する

勤務
予定共有

所属ごとに決められた
シフトパターンをもと
に、一定の職場単位に
個人別のワークスケ
ジュールを毎月25日
までに編成し所属単位
で共有する

前日までに、在宅勤務
含むテレワーク実施日、
始終業予定時間、主な
業務予定をスケジュー
ル入力し、上司や同僚
が確認できるようにす
る

始終業
報告

始業・終業の際に職場
に一番近い打刻機で打
刻をおこなう

・��在宅勤務日は休憩時
間を除き常に連絡が
取れる状態としてお
く
・��労働時間把握や安全
配慮に関わるため、
始業・終業時に業務
スマホにて打刻を行
い、上長に必ず社内
teamsまたはメー
ル等で報告する
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3）三越伊勢丹の就業形態

①シフト勤務制度
早番・遅番など就業時間をスライドしたり、ロング＆ショー
トで一日の就業の長さを変更して勤務する制度です。
＊短時間勤務で働く場合のシフトパターンは別にあります。

〈基本的なシフトパターン〉

シフト 始業時間 終業時間 休憩時間 所定労働時間

1 9時45分 18時20分 70分 7時間25分

2 10時45分 19時20分 70分 7時間25分

3 9時30分 18時05分 70分 7時間25分

4 11時05分 19時40分 70分 7時間25分

5 10時15分 18時50分 70分 7時間25分

6 10時00分 18時35分 70分 7時間25分

7 10時35分 19時10分 70分 7時間25分

11 8時30分 17時05分 70分 7時間25分

12 9時00分 17時35分 70分 7時間25分

21 11時20分 19時55分 70分 7時間25分

22 11時35分 20時10分 70分 7時間25分

23 11時50分 20時25分 70分 7時間25分

24 12時05分 20時40分 70分 7時間25分

25 12時20分 20時55分 70分 7時間25分

26 12時35分 21時10分 70分 7時間25分

27 12時50分 21時25分 70分 7時間25分

28 13時05分 21時40分 70分 7時間25分

31 9時15分 17時50分 70分 7時間25分

13 8時45分 17時20分 70分 7時間25分

月給制社員対象

※�上記が基本パターンとなります。各店ごとで設定している
シフトパターンについては、各店にご確認ください。
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・�半期ごとに所属か担当単位で3つの組み合わせから選択します。
・�同月内でロング勤務とショート勤務の合計時間が±0になるよ
うに計画してください。
・�ロング勤務が多かった場合は時間外が発生し、ショート勤務が
多かった場合は私用の遅刻・早退が発生します。

〈ロング＆ショート勤務〉

a.	1時間ずつの組み合わせ　＊一部抜粋

b.	1.5時間と45分の組み合わせ　＊一部抜粋

始業時間 終業時間 休憩時間 所定労働時間

9時00分 16時35分 70分 6時間25分

9時15分 16時50分 70分 6時間25分

9時30分 17時05分 70分 6時間25分

始業時間 終業時間 休憩時間 所定労働時間

9時00分 16時05分 70分 5時間55分

9時15分 16時20分 70分 5時間55分

9時30分 16時35分 70分 5時間55分

始業時間 終業時間 休憩時間 所定労働時間

9時05分 19時10分 70分 8時間55分

9時15分 19時20分 70分 8時間55分

9時35分 19時40分 70分 8時間55分

9時00分 18時35分 70分 8時間25分

9時15分 18時50分 70分 8時間25分

9時35分 19時10分 70分 8時間25分

9時00分 16時50分 70分 6時間40分

9時15分 17時05分 70分 6時間40分

9時35分 17時25分 70分 6時間40分

9時00分 18時20分 70分 8時間10分

9時15分 18時35分 70分 8時間10分

9時30分 18時50分 70分 8時間10分
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〈育児短時間勤務者の柔軟な働き方の制度〉
＊以下は「多様なシフト勤務制度」（P.26）で説明
　育児スライド勤務／一時的勤務時間延長勤務

当日急に対応しなければならない
業務が発生したときに、通常勤務を
ロング勤務に変更しても良いうさ？

柔軟な働き方を目的とした制度だけれ
ど、当日のシフト変更は禁止されている
ので、残業で対応しましょう。ロング勤
務は翌月のワークスケジュールを作成
する時点でショート勤務とセットで計画
しましょう。

c.	2時間と1時間の組み合わせ　＊一部抜粋

始業時間 終業時間 休憩時間 所定労働時間

9時00分 15時35分 70分 5時間25分

9時15分 15時50分 70分 5時間25分

9時30分 16時05分 70分 5時間25分

始業時間 終業時間 休憩時間 所定労働時間

9時05分 19時40分 70分 9時間25分

9時20分 19時55分 70分 9時間25分

9時35分 20時10分 70分 9時間25分

9時00分 16時35分 70分 6時間25分

9時15分 16時50分 70分 6時間25分

9時30分 17時05分 70分 6時間25分

9時00分 18時35分 70分 8時間25分

9時15分 18時50分 70分 8時間25分

9時35分 19時10分 70分 8時間25分
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②フレックスタイム勤務制度
フレキシブルタイム（午前8時～午後10時）の間で個人が自主
的に始・終業時間を決めて、業務の繁閑に合わせて勤務する制度
です。

③短時間勤務制度
個人を取り巻く環境の変化があっても、長く働き続けることが
でき、また企業に属しながら個人が成長できる機会をつくるこ
とを目的とした制度です。a・bのいずれかを選択します。

（詳細：P27）

事由：介護・私傷病の療養・修学・資格取得・副業兼業

a.１日の所定労働時間短縮：	6時間または7時間勤務
	 （介護事由は5時間あり）

b. 週休３日制：	１週間あたりの各休数を１日増やす
	 （年間休日169日）

フレックスタイム勤務者が通勤時に
電車などが遅延した時は遅延証明を
提出することで、計画通り勤務した
ことになるうさ？

フレックスタイム勤務制度は自分の勤
務時間を決定する裁量があるため、
法律上も実際に働いた時間を労働時間
としています。
電車の遅延含めて、早退や遅刻という
概念はなく、電車が遅延した場合には、
職場に到着してからが勤務開始時間と
なります。
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4）時間管理のルール

①打刻について
シフト勤務、フレックス勤務に関わらず、各人の職場に最も
近い打刻機を使用し、始業直前、終業直後に打刻をしてください。

※�新勤怠システム導入に伴い、業務スマホでの打刻ができるよ
うになりますが、「在宅勤務時や外出時の出勤・退勤時に限る」
事がルールになります。

★�服務規律　第7条で規定されているので、守れない場合には
「服務規律違反」となる恐れがあります。

a.	目的
	 出勤や退勤をはじめとした勤怠状況を把握する

b.	シフト勤務者
	 注意：時間外勤務を行った場合は、必ず時間外キーを使用する

c.	フレックス勤務者
	 注意：�打刻とともに、各自が、日々の出退勤時刻を原則翌出勤

日に勤怠システムに入力をする

②入退館タッチ
店舗への入退館時には必ず社員カードを専用端末にタッチして
ください。

a.	目的
・�タイムレコーダーの打刻と併せて、勤務実態をより正確に把握
する
・�長時間労働の抑制、課題改善に向けた具体的アクションに繋
げる

全員対象
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③スケジュールの共有
・�同僚・上司の業務効率向上、チーム内のコミュニケーション向上
のためにも各組織で取り決めた方法でスケジュールの共有を
行ってください。
・�会議などの業務の予定や各自の休日をチーム内で共有するこ
とを推奨します。

　〈予定共有のメリット〉
　・�各自の所在や状況の共有が可能
　・�会議や面談などの設定が容易
　・�チーム内連携や業務改善機会が向上
　・�活動の予定や過去の振り返りが可能
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④時間外勤務のルール

a.	時間外勤務が必要な場合
	 個人の判断ではなく上司の指示を受けて行います。
	 ・�上司は原則2日前までに本人に予告をし、「具体的な業務内容」
「時間」を明示する。

	 ・�接客などでやむを得ず上司の指示無く時間外勤務を行った
場合も、必ず上司に報告を行う。

	 ・�業務終了後は、必ず時間外勤務キーを使用し打刻を速やかに
して退勤する。

	 ★�服務規律　第３条・第６条で規定されているので、守れない
場合には「服務規律違反」となる恐れがあります。

※フレックスタイム勤務者の注意点
・�時間の過不足は1分単位で計算され、1カ月で清算される
・�予定出退勤時間の変更や月間でフレックス超過が発生しそうな
場合は、上司に必ず相談をする
・�遅刻・早退の概念はない（働いた時間に応じて賃金を支払う制度
のため）

忙しいと残業が発生するけど、業績
が思わしくないと「残業させて」っ
て言いづらいうさね…。

残業する必要がある時は、必ず上長に
報告・相談しましょう。
上長は残業で対応すべきか後日の対応
で良いか判断をしましょう。

全員対象
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b.	自動時間外計上　　＊月給制社員以外は除く
	 �所定の始業時間よりも15分早い打刻、および、所定の終業時
間よりも15分遅い打刻については、時間外キーを使用しなく
ても時間外勤務として自動計上されます。

	 �ただし、自動計上外の時間帯（所定の時間前後15分間）に業務
を行った場合は、“時間外キー”を使用して打刻をおこない、時
間外をつけます。

＊�フレックスタイム勤務の方や時間単位で契約勤務する雇用
形態（フェロー社員・エルダーフェロー・エルダースタッ
フ）は除く

勤務時間前後の15分間をつかって
仕事をしていても時間外勤務になら
ないうさ？

業務時間の前後15分間は主に打刻機か
ら職場までの移動時間としており、時間
外勤務にならない時間ではありません。
この時間を超過すると自動的に時間外
勤務として計上されます。
また業務時間前後の15分の間でも上長
の指示で仕事を行った場合は、時間外
勤務としなければなりません。

時間外勤務の場合、
時間外キーを使用して打刻

時間外勤務の場合、
時間外キーを使用して打刻

所定労働時間 15分間15分間 （自動計上）（自動計上）
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c.	インターバル休息
	 �原則として前日の終業時刻から11時間以内に就業させること
はできません。

d.	時間外協定
	 �下記のように、元々会社と労働組合で取り決めしている以上の
時間外勤務が発生しそうな場合、毎月時間外勤務計画を所属ご
とに前月15日までに人事へ提出し、以下の計画については労
働組合と事前協定を結びます。

※事前時間外協定が必要な場合
	 1 日 単 位	：	8時前の早出、22時超の残業の場合
	 �1カ月単位	：	�総時間外勤務時間が25時間を超え45時間以下の

場合
	 1年間単位	：	�総時間外勤務が180時間を超え360時間以下の

場合
	 ＊�事前・事後に関わらず、上記の内容に該当する場合は、所属

ごとに作成の上提出し、協定を結ぶ

⑤休憩時間のルール
休憩時間の移動時間は、休憩所までの距離の違いなどにより、
所属別に設定されています。
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5）三越伊勢丹の休暇

①年次有給休暇
●�労働基準法に基づき、一定期間に一定の日数以上勤務した
場合に付与される有給の休暇です。
●�付与される日数は雇用形態・勤続年数によって定められていま
す。詳しくは　労働協約の労働条件「休日・休暇」をご参照く
ださい。
●�	前年度において全労働日数の８割以上出勤した場合に毎年付
与されます。
●�８割未満出勤者は基準日における前年度に付与された有給休
暇の保有日数と合わせて６日になるまでの日数を付与します。
●�	10日以上付与される場合は付与から１年以内に５日以上の
取得が法律で義務付けられているため、計画的に取得するよ
うにしましょう。

②半日有給休暇について
●�有給休暇の取得促進と働きやすい職場環境のために半日単位
で有給休暇を取得することができます。
●�	年度で５日分（10回分）の取得が可能です。
●�半日単位で取得できなかった年次有給休暇は、ストック有給
休暇への移行はできません。
●�各人の所定労働時間の1/2が１日の所定労働時間になります。
●�始業時間から、または終業時間までの半日で設定できます。
フレックス勤務以外の場合、選択可能な勤務区分の始業時間
からまたは終業時間までの半日となります。
●�原則、半日有給休暇取得日の早出・残業は不可です。また休憩
時間はありません。
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時間単位有給休暇制度
（2024年度下期から導入）

半日有給休暇制度

制度の
位置づけ

全グループ会社必須、全ての従業員対象（アルバイト除く）

取得日数
上限

年間5日（半日有休とは別）
※�2024年度下期導入時の取得日
数上限は後日発信

年間5日（時間単位有休）

1単位の
時間数

1時間

取得日の所定労働時間の
1/2（但し、取得日の所定
労働時間の1/2に5分未満
の端数がある場合には、5分
未満の端数を切り上げ）

1日分の
時間数／回数

各人の1日の所定労働時間
に相当する時間数になるご
とに1日とカウント
1日の所定労働時間に1時間
未満の端数がある場合には、
端数を切り上げ
例：	1日7時間25分の場合
	 ⇒8時間
	 計 年間40時間

2回カウントするごとに1日
とカウント

休憩時間

取得2時間以下：当該日の所
定休憩時間を付与
取得3時間以上：付与しない
※但し、実働6時間超：45分
　／8時間超：60分

付与しない

※但し、実働6時間超：45分
　／8時間超：60分

時間外勤務の実施により休憩が必要になった場合には、必
ず拘束時間内に付与する

中抜けでの
取得

可
（半日と時間併用の場合は不可）

不可
（半日と時間併用の場合も不可）

計画的な
早出・残業禁止

原則行わせない
（計画的な早出・残業は不可、接客等やむを得ない場合に限る）

年5日の
取得義務

対象とならない 対象となる

システム上
の想定

一日の中で時間・半日の併用可能／
上限以上の時間を申請するとアラート表示

上限時間数に対する
残数表示あり

上限時間数に対する
残数表示なし

その他 ストック有給休暇への移行はしない

③時間単位有給休暇について
●�様々な事情に応じた柔軟な「働き方（休み方）」の選択肢拡大に
つながる新制度として導入されました。
●�これまでのシフト勤務者の月給制社員の私用遅刻・早退等での
賃金控除は1日の所定労働時間の範囲であれば賃金に影響な
い対応をされていましたが、今後の私用での遅刻・早退に関し
ては各人の時間単位有給にて対応をする変更を行います。
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④連休制度のルール
三越伊勢丹では、働く従業員の心身のリフレッシュや計画的な
年次有給休暇取得のため、連続休暇制度を設けています。
連続休暇制度には、半期に2回取得しなければならない期初申
請と、それに加えて取得する随時申請があります。

a.	期初申請
・�原則として、1週間の連休を、年間4回（上期＝2回・下期＝
2回）として、上期と下期の期初に申請する。
・�所属にて「連休予定表」を作成し、上長が週ごとの取得可能人
数や除外週を設定する。
・�各自の取得時期については、入社年次順、資格等級順など申
請する順番を決め、公平に取得できるように上期下期で順番
を変えるなどの工夫をおこなう。

�b.	随時申請
取得希望期間の前月25日までに直属上長に申請する。

年次有給休暇は全て消化しないとい
けないうさ？

半期に２回の連休で取得することは
ルール上定められていますが、家庭の
事情などにより、あえて一部の有給休
暇を残してストック有給休暇とすること
もできます。
例えば介護や疾病などの際に、安心し
て休むことができますね。
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⑤ストック有給休暇制度のルール
付与後2年の経過により失効する年次有給休暇のうち230日を
上限にストック有給休暇として積み立てることができます。

a.	使用事由
	 ・�傷病、介護、看護、育児、子の学校行事、能力開発、ボランティ

ア、不妊治療　など
	 ・�あらかじめ設定されている「各休」を除いた「出勤日」に対し

て取得することができます。

b.申請方法
	 ・�取得事由によって基本の申請期限が違い、証明書が必要な場

合もあるため確認が必要。

6）多様なシフト勤務制度

①ロング＆ショート勤務
通常の１日実働7時間25分のシフトに加え、1〜2時間短い
シフトと1〜2時間長いシフトをセットに使用する業務の繁閑
に合わせた働き方です。（詳細はP.15〜16を参照）

②育児短時間勤務制度
育児のために一定期間内において勤務時間を短縮する働き方です。

a.	通常勤務
	 所属の早番勤務時間に合わせた早番型の短時間勤務

b.	スライド勤務
	 �所属の業務計画に合わせて、月10日間まで早出・中番・遅番の
時間帯での短時間勤務

c.	一時的勤務時間延長
	 �所属の業務計画に合わせて、月10日間まで7時間25分（基本
残業なし）のフルタイム勤務

d.	早番固定勤務制度
	 �育児短時間勤務からフルタイム勤務に戻る際の、ワンクッション
となる早番固定の勤務で、基本的に残業不可

2024年4月より育児勤務と早番固定勤務について、育児
休暇からの通算年数と末子対応の制限を廃止しました。

　育 児 勤 務：子の人数に関わらず小学校3年の3月末まで 
　早番固定勤務：子の人数に関わらず小学校4年の3月末まで
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③短時間勤務
●�今後、生産年齢人口が減少し労働力不足が更なる問題となるこ
とが予見される中で、今までより長く働き続けることができる
環境づくりや、企業に属しながら個人が成長できる機会を提供
することがますます求められています。
●�多様化した価値観への対応も含め従業員の働き方の柔軟性を高
める観点から既存の育児・介護短時間勤務制度を超えて、または
その他の事由で取得できる短時間勤務制度を導入しました。

項目 内容

対象者

社員・メイト社員・エルダースタッフ・
（エルダー含む）フェロー社員、
（エルダー含む）スペシャリティスタッフ
※�介護事由の場合、介護・介護準備勤務
制度の取得期間を超過していること。
※フレックス勤務者は除外

取得事由と期間

介　護：最短１か月・最長通算５年
私傷病：最短１か月・最長通算２年
副業・兼業：最短１か月・最長通算３年
修学・資格取得：最短１か月・最長通算３年
●月給制、年俸制：１日～末日まで
●時給制：11日～翌月10日まで

短時間の種類

●�所定労働時間の短縮：６時間または７
時間勤務を基本とする。
　�（※介護事由のみ既存制度との整合性
を鑑みて５時間を設定する。）
●�所定労働日数の低減：１週間あたりの
各休数を増やす。

賃金計算 実際に勤務した時間で按分します。

時間外勤務 時間外勤務は原則禁止となります。

〈短時間勤務制度の概要〉
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7)テレワーク

①目的
	 ・�個人の生産性の向上ならびに組織の生産性の維持・向上
	 ・�集中できる環境下での業務遂行による、処理速度・精度向上
（福利厚生目的での実施は不可）

②種類
	 ●モバイルワーク
	 　移動中や外出先などで就業する
	 ●サテライトオフィス
	 　所属以外のオフィスや社内施設で就業する
	 ●在宅勤務
	 　自宅で就業する

③在宅勤務について

a.	対象者
	 �実施目的および下記①～③の条件に適合し、会社指示があった
場合に出社が可能な当社従業員（アルバイトを除く）

	 ①�自宅で本来業務を自律的に遂行することが可能な業務担当者
	 ②�モバイルＰＣ等必要なツールを所持している人
	 ③��新卒の場合は1年以上、中途・転換者の過去未実施者は半年

以上経過後
	 ※�私傷病や自己都合により会社指示による出社ができない状態

にある従業員の在宅勤務は認められません。

b.	申請
	 ・�各所属長が担当毎の「実施の可否」「実施対象担当や個人」
「実施回数」の方針を設定し、所属内メンバーに発信

	 ・�メンバーの同意や希望を確認した上で提出書類を取り揃え、
人事統括部労務・オペレーション部に申請

　
c.	実施回数
	 ・�原則、月8回を上限とする

通常申請 特別申請

実施回数 月8回まで 月9回以上

交通費 通常支給 都度清算

申請 毎月申請 4・10月申請

全員対象
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d.	勤怠管理とルール
	 ・�始・終業時に業務スマホにて打刻を行う。
	 ・�各所属の勤務管理はモバイルPCなどのログイン・ログオフ時

間にて勤怠データー管理を行う。
	 ・�上司や所属内に向けて一日の主な業務内容などの「勤務予定

共有」、「始終業報告」を行う。
	 ・休憩時間を除き常に連絡が取れる状態にする。

在宅勤務した後の休日にメール
チェックのためにモバイルパソコ
ンを起動したのだけど、メール
チェックだけなら問題ないうさか？

原則、モバイルパソコンを休日に起動
することはメールチェックであっても、
起動していた時間が「休日勤務」時間と
してカウントされ、上長の指示に基づい
た仕事をしていた場合には時間外賃金
を支払う必要があります。
メールチェックなどちょっとした用事で
も休日にPCを起動させるのは止めま
しょう。
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対話する職場風土や働きやすい職場を実現する上では、パワー・
ハラスメントをはじめとするハラスメントの撲滅は重要な取組み
です。以下にハラスメントに関する基本的な知識を記載しました
ので、皆でハラスメントの撲滅に取り組みましょう。

ハラスメントの
撲滅にむけて

全員対象

1 ハラスメント・ゼロを実現するための労使共同宣言

ハラスメント・ゼロを実現するため、最も基本的な考え方である
「他社尊重の考え方」「個人の知識・意識を高いレベルに保つこと」
「組織として生じたハラスメントには厳正に対処する」という３つ
の行動指針を表現した労使共同宣言を策定しました。

今後はこの共同宣言に基づいたハラスメント撲滅の取組みを、
グループや三越伊勢丹のハラスメント防止対策委員会で検討・実施
してまいります。

いかなるハラスメントも絶対に行わず、一切許容しません

●共に働く仲間と自分自身をお互いに大切にします
皆が、“相手の異なる意見を受け止める”
“自分の気持ちも素直に伝えられる” 
『対等で信頼感のある職場』を作ります

●正しい知識と高い意識を持ち続けます
『やってはいけないこと』『言ってはいけないこと』を正しく理解し、 
主体的に「ハラスメント・ゼロ」に向き合います

 
●見て見ぬふりはしません 
ハラスメントかも？と思ったら見過ごさず、
“声を掛ける”“相談する”など、皆が勇気を持って行動します
会社は、相談や通報には誠実に対応し、
ハラスメントには厳正に対処します

株式会社三越伊勢丹ホールディングス 取締役 代表執行役社長 CEO 細谷　敏幸
三越伊勢丹グループ労働組合 本部執行委員長 菊池　史和

会社 労働組合

職場人間関係に
関わる相談窓口

カウンセリングルーム
（火・木  13時〜17時）
050-3154-4057 （月・火・水・金・土 

10時〜18時）
03-6302-1218ハラスメント

通報窓口

グループホットライン
（月〜金  10時〜18時）
03-5793-3221
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2 ハラスメントとは…

一言で言うと「いやがらせ」や「いじめ」です。

●�ハラスメント撲滅の為にメンバー全員が、
　�「しない」、「させない」、「みずごさない」意識を持つ事が必要です。

ハラスメントの定義

1．セクシュアル・ハラスメントとは
「職場」において行われる、「労働者」の意に反する「性的
な言動」に対する労働者の対応により、その労働者が労
働条件について不利益を受けたり、「性的な言動」により
就業環境が害されることをいう。

2．パワー・ハラスメントとは
職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動
であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものに
より、③労働者の就業環境が害されるものであり、①か
ら③までの３つの要素を全て満たすものをいう。

3. マタニティ・ハラスメントとは
妊娠・出産および育児に関する制度等の利用により、
就業環境が害されることをいう。

4.パタニティ・ハラスメントとは
育児に関する制度等の利用により、就業環境が害される
ことをいう。

5.ケア・ハラスメントとは
介護に関する制度等の利用により、就業環境が害される
ことをいう。
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勤務場所以外でうけたハラスメント
行為は、会社に話をしても認定され
ないうさ？

良い質問だね。ここでいう「職場」は、
従業員が業務を遂行するすべての場所
をいいます。また、就業時間内に限らず、
実質的に職場の延長とみなされる就業
時間外の時間を含むので、歓送迎会、
懇親会等も、任意参加も含め「職場」に
該当します。

全員対象

パワハラの言動は
以下の6類型に大きく分類されます。

〈代表的な言動の類型〉

1. 身体的な攻撃
暴行・傷害

2. 精神的な攻撃
脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言

3. 人間関係からの切り離し
隔離・仲間外し・無視

4. 過大な要求
業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・
仕事の妨害

5. 過小な要求
業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い
仕事を命じることや仕事を与えないこと

6. 個の侵害
私的なことに過度に立ち入ること
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全員対象

●�ハラスメント撲滅の為にメンバー全員が、
　�「しない」、「させない」、「みずごさない」意識を持つ事が必要です。
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全員対象

3 カスタマーハラスメント対策について

最近「カスタマーハラスメント」が
話題にのぼっているけど、私たちの
会社の対策ってどうなっているうさ
か？

私たちの会社でも対応のガイドライン
が出ており、それに沿って対応していく
事になっているんだよ。

●�当社グループにおけるカスタマ―ハラスメントは、お客さまか
ら従業員への「①不当要求」、「②迷惑行為」、「③犯罪行為」の３
つを指します。三越伊勢丹では、カスタマーハラスメント対策
について、2020年に「ガイドライン」を発信しました。本年よ
り、社会と当社の状況変化に応じた内容に改定され、新たに発
信されました。

①カスタマーハラスメントの基本方針
　�三越伊勢丹グループは、安全で質の高い商品・サービスを提供し、
お客さまのご期待以上の満足にお応えし、「お客さまの暮らしを
豊かにする、“特別な”百貨店を中核とした小売グループ」を目
指しています。 
　�一方で、当社グループの商品・サービスをご利用されるお客さま
の一部には、「暴力」、「脅迫」、「誹 謗中傷」、「不当要求」等のカ
スタマーハラスメントに該当する行為が見受けられます。これ
らの行為は、当社グループ従業員の人権及び、職場環境を害す
るものとして、組織で毅然と対応いたします。 

34



②当社グループ対応の５原則 

1.�お客さまの主張に正当な理由、合理性があるか、事実確認が最
も重要。

2. 「事実」と「意見」を分けて報告、相談、記録を必ず行う。
3. 冷静さを保ち、即答せず、検討するための時間を作る。
4. 組織で対応し、担当者を孤立させない。
5. 犯罪行為は、警備、警察、弁護士と連携して対応する。

全員対象

カスタマーハラスメントを受けたと感じた場合は、
一人で抱え込まず、

まずは上長に報告、相談を行いましょう。

カスタマーハラスメント
ガイドライン

について
詳しくはこちら

※閲覧には、ID：im  パスワード：pressの入力が必要です。
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対話職場風土を醸成させることで、職場における「関係性の質」
「思考の質」「行動の質」「結果の質」を高め、私たち一人ひとりの
自発的な行動の促進につながっていきます。

対話する職場風土
の醸成について

1 対話職場風土の必要性について

なぜ職場に対話風土を広めていく事
が必要うさか？

私たち従業員は、上司の指示・命令に従
うだけでなく、一人ひとりが主体的に考
えて行動することが必要です。
対話する職場風土を醸成させることで、
働く仲間一人ひとりが主体的に行動し
やすい環境を作っていくことを目指して
いるのだよ。

グッドサイクル
①お互いに尊重し、一緒に考える（関係の質）
②気づきがある、面白い（思考の質）
③自分で考え、自発的に行動する（行動の質）
④成果が得られる（結果の質）
⑤信頼関係が高まる（関係の質）

関係の質

バッドサイクル
①成果が上がらない（結果の質）
②対立、押し付け、命令する（関係の質）
③面白くない、受身で聞くだけ（思考の質）
④自発的・積極的に行動しない（行動の質）
⑤関係が悪化する（関係の質）

1 2

思考の質

2 3

結果の質

4 1

行動の質

3 4

〈組織の成功循環モデル（ダニエル・キム）〉

全員対象
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①職場

③メンバー

②上司

●�自由闊達に意見を言える雰囲気を持った場があり、
変革や創造に繋がっている。
●目標達成に向けて、皆が主体的に業務に取り組んでいる。
●�お互いを尊重し、感謝の気持ちを表現できる。

●�方針を理解し、自ら仕事の意味を見出している。
●��自分の考えを持ち、意見として発言・提案を行っている。
●�責任感を持って、自分のすべき行動をとっている。

●�部下の強み・弱みや個性を把握し、チームワークを高め
られる場づくりをしている。
●�会社や所属の方針を正しく伝えた上で、部下の個性を
活かした目標設定をしている。
●�目標達成に向けて、障害となるものを取り除き、必要
な支援をしている。

発言しやすく
なる

より多くの
アイデアが
生まれる

2 他者尊重の組織風土とは

他者尊重の風土が醸成されることで…

お互いの信頼関係が
生まれる

対話が生まれ
アイデアが出てくる

任せることで自主性が生まれ、
メンバーの成長が促進される

全員対象

他者尊重の風土を醸成していくために、職場、上司、メンバー
が意識することがあります。
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全員対象

他者尊重の風土を醸成され、心理的安全性の高い職場にしてい
く為に、各自が意識をしていただきたい「アンコンシャスバイア
ス（無意識の偏見）」の考え方について説明いたします。

①アンコンシャスバイアスとは
アンコンシャス=無意識であること、バイアス=偏見、歪みの
事であり、本人は気づいていない無意識の思い込み、認識の歪み、
偏見のことです。無意識のうちに発した言葉が、相手にとって
は受け入れられない言葉となり、ハラスメントに繋がる場合が
あります。

②自らの思考の癖をチェックしてみましょう。

カテゴリー 観点 思い込み事例

個人の
特徴

性別

女性

・�女性は○○（洋服・子供・料
理）が好き
・�女性は感情的で言語化するの
が苦手

男性

・�男性は○○（パソコン・計数・
力仕事）が得意
・�女性は共感力が低く理屈っぽ
い

国籍 言語・文化
・�この話は理解できないだろう
・�仕事／休みに対する感覚がズ
レているだろう

年齢・世代

若手
・�若手はデジタルが得意
・�若手は挨拶ができない

ベテラン
・�ベテランは業務をなんでもこ
なすことができる
・�ベテランはシステムが苦手

仕事

社歴

出身会社に
関すること

・�○○暖簾出身者はパワープレ
イ／おとなしい

出身領域に
関すること

・�○○部出身者は体育会系／え
らそうにしている

雇用形態・
勤務形態

スキルアップや
意欲

・�下の人は常に上司・先輩の言
うことに従っていればいい
・�転職するつもりがないから
チャレンジ意欲が低い
・�育児勤務・固定勤務だから
キャリアアップに興味はない

ライフワーク
バランス

休み

・�仕事とプライベートどっちが
大切なの？
・�男のくせに育児休暇を取りた
いなんて…

時間外の有無

・��家庭のことばかりで働く意欲
がない
・�時間外が多いのは手当目当て
なんじゃないのか

アンコンシャスバイアス（無意識の偏見）チェックシート

38



全員対象

人は見聞きしたことや過去の経験を元に、次に起こることを即
座に「連想する」ことがあります。 対人関係においては、過去や
他者のケースをもとに無意識な思い込みにとらわれることは、思
考の幅が制限 されるだけでなく、不意な発言により相手を傷つけ
ることにもつなが ります 。自分のもつバイアスに気づき、それが
周囲にどのような影響を与えているかを自覚する事が重要です。

アンコンシャスバイアス
について 詳しくはこちら

	 ID	：	従業員コード10桁
	パスワード	：	西暦生年月日
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